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令和７年６月２７日 
 

特定商取引法違反の通信販売業者に対する業務停止命令（６
か月）及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁
止命令（６か月）について 
 
〇 消費者庁は、美容液等を販売する通信販売業者である株式会社ＶＩＲＴＨ

（本店所在地：東京都渋谷区）（以下「ＶＩＲＴＨ」といいます。）に対し、

令和７年６月２６日、特定商取引法第１５条第１項の規定に基づき、令和７

年６月２７日から令和７年１２月２６日までの６か月間、通信販売に関する

業務の一部（広告、申込受付及び契約締結）を停止するよう命じました。 

 

〇 あわせて、消費者庁は、ＶＩＲＴＨに対し、特定商取引法第１４条第１項

の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずることなど

を指示しました。 

 

〇 また、消費者庁は、ＶＩＲＴＨの代表取締役である梅 華音（ばい かの

ん）に対し、特定商取引法第１５条の２第１項の規定に基づき、令和７年６

月２７日から令和７年１２月２６日までの６か月間、ＶＩＲＴＨに対して前

記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始するこ

と（当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。）

の禁止を命じました。 

 

１ 処分対象事業者等 

（１）名   称：株式会社ＶＩＲＴＨ 

（法人番号：５０１１００１１６０１３３） 

（２）本店所在地：東京都渋谷区恵比寿四丁目２０番３号 

恵比寿ガーデンプレイスタワー１８階 

（３）代 表 者：代表取締役 梅 華音 

（４）設   立：令和６年２月１５日 

（５）資 本 金：９００万円 

（６）取 引 類 型：通信販売 

（７）取 扱 商 品：美容液等 

 

 

 
News Release 
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２ 特定商取引法の規定に違反する行為 

（１）誇大広告（優良誤認）（特定商取引法第１２条） 

（２）特定申込みに係る手続が表示される映像面における誤認表示（特定商取

引法第１２条の６第２項） 

 

３ 消費者庁がした各行政処分の詳細は、以下の各別紙のとおりです。 

  別紙１：ＶＩＲＴＨに対する行政処分の概要 

  別紙２：梅 華音に対する行政処分の概要 
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【本件に関するお問合せ】 

 

本件に関するお問合せにつきましては、消費者庁から権限委任を受けて

消費者庁と共に特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で

承ります。お近くの経済産業局まで御連絡ください。 

なお、本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては、お

話を伺った上で、他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・

仲介を行うことはできませんので、あらかじめ御了承ください。 

  

北海道経済産業局消費者相談室     ０１１－７０９－１７８５ 

東北経済産業局消費者相談室      ０２２－２６１－３０１１ 

関東経済産業局消費者相談室      ０４８－６０１－１２３９ 

中部経済産業局消費者相談室      ０５２－９５１－２８３６ 

近畿経済産業局消費者相談室      ０６－６９６６－６０２８ 

中国経済産業局消費者相談室      ０８２－２２４－５６７３ 

四国経済産業局消費者相談室      ０８７－８１１－８５２７ 

九州経済産業局消費者相談室      ０９２－４８２－５４５８ 

沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 ０９８－８６２－４３７３ 

 

本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルについて、相談・あっせん

を要望される場合には、以下の消費者ホットラインを御利用ください。 

 

○ 消費者ホットライン（全国統一番号）  １８８（局番なし） 

身近な消費生活相談窓口を御案内します。 

※一部の IP 電話、プリペイド式携帯電話からは御利用いただけません。 

○ 最寄りの消費生活センターを検索する。 

https://www.kokusen.go.jp/map/index.html 
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  （別紙１） 

 

株式会社ＶＩＲＴＨに対する行政処分の概要 

 

１ 事業概要 

株式会社ＶＩＲＴＨ（以下「ＶＩＲＴＨ」という。）は、ＶＩＲＴＨが運用

するウェブサイト（そのＵＲＬがｈｔｔｐｓ：／／ｅｃ．ｑｚｍｅｄｉｃａ．

ｃｏｍ／で始まるもの。以下「本件ウェブサイト」という。）において、パソ

コン、スマートフォン等の情報処理の用に供する機器を利用する方法により、

消費者から「Ｂ．Ｄ ＳＨＯＴ１００ ＭＯＩＳＴＵＲＥ ＳＥＲＵＭ」と

称する美容液（以下「本件商品」という。）等の売買契約の申込みを受けて本

件商品を販売していることから、このようなＶＩＲＴＨが行う本件商品の販

売は、特定商取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号。以下「特定商取

引法」という。）第２条第２項に規定する通信販売（以下「通信販売」という。）

に該当する。 

 

２ 処分の内容 

（１）業務停止命令 

ＶＩＲＴＨは、令和７年６月２７日から令和７年１２月２６日までの間、

通信販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 

ア ＶＩＲＴＨが行う通信販売に関する商品の販売条件について広告をす

ること。 

イ ＶＩＲＴＨが行う通信販売に関する商品の売買契約の申込みを受ける

こと。 

ウ ＶＩＲＴＨが行う通信販売に関する商品の売買契約を締結すること。 

 

（２）指示 

ア ＶＩＲＴＨは、商品の販売条件について広告した際、商品の効能につ

いて、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させるような表示

をしていた。また、特定商取引法第１２条の６第１項に規定する電子情

報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法に

より顧客の使用に係る電子計算機の映像面に表示する手続に従って顧

客が行う通信販売に係る売買契約の申込み（以下「特定申込み」という。）

に係る手続が表示される映像面において、当該手続に従った情報の送信

が通信販売に係る売買契約の申込みとなること、商品の分量、販売価格

及び解除に関する事項につき、人を誤認させるような表示をしていた。

かかる行為は、特定商取引法に違反するものであることから、その発生
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原因について、調査分析の上検証し、法令遵守体制の整備その他の再発

防止策（法令及び契約に基づく返金及び解約の問合せ等に適切かつ誠実

に対応することを含む。）を講じ、これらをＶＩＲＴＨの役員及び従業

員に、前記（１）の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底

すること。 

イ ＶＩＲＴＨは、通信販売により、ＶＩＲＴＨの商品に係る売買契約を

締結しているところ、令和６年１１月１４日から令和７年６月２６日ま

での間にＶＩＲＴＨとの間で通信販売により当該売買契約を締結した

全ての相手方に対し、以下の（ア）から（ウ）までの事項を、消費者庁

のウェブサイト（ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｃａａ．ｇｏ．ｊｐ／）に

掲載される、ＶＩＲＴＨに対して前記（１）の業務停止命令及び本指示

をした旨を公表する資料を添付して、令和７年７月２８日までに書面に

より通知し、同日までにその通知結果について消費者庁長官宛てに書面

又は電磁的方法（通知したことを証明するに足りる証票及び通知書面を

添付すること。）により報告すること。 

なお、令和７年７月１０日までに、契約の相手方に発送する予定の通

知書面の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛てに

書面又は電磁的方法により報告し承認を得ること。 

（ア）前記（１）の業務停止命令の内容 

（イ）本指示の内容 

（ウ）後記４（２）の内容 

ウ 後記４（１）の内容を消費者に周知すること。 

エ ＶＩＲＴＨは、今後、ＶＩＲＴＨが行う通信販売について、特定商取

引法の各規定を遵守すること。 

 

３ 処分の根拠となる法令の条項 

特定商取引法第１４条第１項及び第１５条第１項 

 

４ 処分の原因となる事実 

  ＶＩＲＴＨは、以下のとおり、特定商取引法に違反する行為をしており、

消費者庁は、通信販売に係る取引の公正及び購入者の利益が著しく害される

おそれがあると認定した。 

（１）誇大広告（優良誤認）（特定商取引法第１２条） 

ＶＩＲＴＨは、少なくとも令和６年１１月１４日から同年１２月３日ま

での間に、別添資料１のとおり、本件商品の効能について広告をしたとき、

（ⅰ）「水分計では、潤いとハリがたっぷり！」との表示、「使い始め 水

分量２５％ 肌弾性４８％ ７日目 水分量６８％ 肌弾性６２％」との
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表示と共に当該結果を示すかのような画像、「しかも、調子ばっちりの状態

をキープも」との表示及び「半年後 水分量６８％ 肌弾性６２％」との

表示と共に当該結果を示すかのような画像を表示しており、あたかも、本

件商品を７日間塗布することで皮膚に含まれる水分の量を２．７２倍、皮

膚の弾性を約１．２９倍にも増やすことができ、かつ、本件商品を半年間

継続して塗布することで、増加した皮膚の水分量及び肌弾性をそのまま維

持することができるかのような表示をしていた。 

また、ＶＩＲＴＨは、少なくとも令和６年１２月２日から令和７年１月

２１日までの間に、別添資料２のとおり、本件商品の効能について広告を

したとき、（ⅱ）「３秒ピーン！で１５歳若見えの理由」との表示及び「た

るみが一瞬で・・・！？」との表示と共に本件商品を塗布していると思わ

れる女性の動画並びに（ⅲ）「そのシワなかったことに！たった３秒でピー

ン！」との表示と共に本件商品を塗布していると思われる女性の動画、「目

元たるみはもちろん」、「ガンコなほうれい線も？！」、「おでこジワも？！」、

「首シワも？！」及び「シワシワの老け手も？！」との表示と共に本件商

品の使用前後を対比したと思われる各画像並びに「今ではこのハリとツ

ヤ！」との表示と共に本件商品の使用前後を対比したと思われる画像及び

動画を表示することにより、あたかも、本件商品を３秒塗布するのみで、

目元の皮膚に生じたたるみ及びしわを即座になくすことができ、また、本

件商品を塗布するのみで、頬、額、首及び手に生じたしわをなくすことが

できるかのような表示をしていた。 

   この点について、当庁からＶＩＲＴＨに対し、特定商取引法第１２条の

２の規定に基づき、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠

を示す資料の提出を求めたところ、ＶＩＲＴＨは資料を提出した。 

しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料

とは認められないものであったため、ＶＩＲＴＨが行った当該表示は、特

定商取引法第１２条の２の規定により、商品の効能につき、実際のものよ

りも著しく優良であると人を誤認させるような表示に該当するものとみな

される。 

（２）特定申込みに係る手続が表示される映像面における誤認表示（特定商取

引法第１２条の６第２項） 

   ＶＩＲＴＨは、少なくとも令和６年１１月１４日時点において、別添資

料３のとおり、「さらに！ ○回は絶対使ってといったよくある購入回数の

縛りはなし！」、「購入回数の縛りはなし！ラクラク電話１本で解約ＯＫ♪」、

「万が一自分に合わなかったって場合も、１回で解約しちゃえばＯＫ」、「お

得に美容針ジェルが試せる」、「初回のみで解約ＯＫ 超特価 ７７％ＯＦ

Ｆで今すぐお得に申し込む！」などと表示された、初回のみで解約手続を
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行うことが可能な定期購入契約であることが強調されたウェブページを経

由して申し込むことができる「Ｂ．Ｄ ＳＨＯＴ１００（集中ケアコース）」

と称する初回のみで解約手続を行うことが可能な定期購入契約の特定申し

込みを受け付けた後に遷移するウェブページにおいて、別添資料４のとお

り、「集中ケアコースをご注文のお客様に１０分間限定で今すぐ使える特典

クーポンプレゼント」、「このページ限定！！」、「集中ケア限定特典クーポ

ン ＼さらに／２回目以降永久に１０％ＯＦＦｃｏｕｐｏｎ」及び「１０

分間のみ有効 確実お得な特典クーポンを ぜひご使用ください。」との表

示並びにカウントダウンタイマーによる特典クーポンの失効までの時間の

表示をするなどして、制限時間内に速やかに特典クーポンの適用を行うよ

う強く促す表示をした上、その直後に画面の遷移を経ることなく表示され

る「Ｂ．Ｄ ＳＨＯＴ１００集中ケアプレミアムコース」と称する定期購

入契約（以下「本件定期購入契約」という。）の特定申込みに係る手続が表

示される映像面（別添資料４「ご注文内容の確認」との表示から「ご注文

完了へ」と表示されたボタン（以下「本件ボタン」という。）まで）におい

て、本件ボタンをクリックすることにより、本件商品を４回分（合計７本）

受け取るまでは解約をすることができず、最低でも合計４万２４２０円を

本件事業者に支払うこと等を内容とする本件定期購入契約の申込みとなる

にもかかわらず、消費者に対して、制限時間内に速やかに特典クーポンの

適用を行うか否かの選択を迫りながら、消費者の入力内容に応じて表示さ

れる「お名前」、「お届け先」、「ご注文商品情報」等の項目が設けられた水

色の枠で強調された一覧表に「ご注文商品情報 Ｂ．Ｄ ＳＨＯＴ１００

集中ケアプレミアムコース 単価：４，２６４円 個数：１個 小計：４，

２６４円」、「割引－２，０００円」などと表示した上、本件ボタンの直近

に位置する「合計」の欄に赤い太字で強調して「２，４９０円」とのみ表

示するとともに、本件ボタンの直下の位置に「※特典クーポンを使用して

注文確定する場合は上記ボタンからお申込ください。」及び「※特典クーポ

ンを使用しない場合はクーポンを使用しないボタンを押すかこのまま画面

を閉じてください。その場合クーポンは適用されません。」と表示し、更に

その直下に「クーポンを使用しない」と記載したボタンを選択肢として表

示し、あたかも、本件ボタンが単に特典クーポンの適用を受けるために押

す必要があるボタンであるかのような表示をするなどし、本件定期購入契

約に基づいて販売する本件商品の分量、販売価格及び商品の売買契約の解

除に関する事項並びに新たに本件定期購入契約の申込みとなることにつき、

人を誤認させるような表示をしていた。 
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（別紙２） 

 

梅 華音に対する行政処分の概要 

 

１ 名宛人 

  梅 華音（以下「梅」という。） 

 

２ 処分の内容 

  梅が、令和７年６月２７日から令和７年１２月２６日までの間、次の業務

を新たに開始すること（当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員とな

ることを含む。）を禁止すること。 

（１）特定商取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号。以下「特定商取引

法」という。）第２条第２項に規定する通信販売（以下「通信販売」とい

う。）に関する商品の販売条件について広告をすること。 

（２）通信販売に関する商品の売買契約の申込みを受けること。 

（３）通信販売に関する商品の売買契約を締結すること。 

 

３ 処分の根拠となる法令の条項 

  特定商取引法第１５条の２第１項 

 

４ 処分の原因となる事実 

（１）別紙１のとおり、株式会社ＶＩＲＴＨ（以下「ＶＩＲＴＨ」という。）に

対し、特定商取引法第１５条第１項の規定に基づき、ＶＩＲＴＨが行う通

信販売に関する業務の一部を停止すべき旨を命じた。 

（２）梅は、ＶＩＲＴＨの代表取締役であり、かつ、ＶＩＲＴＨが停止を命ぜ

られた業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 



 

 

別添資料１ 

 

本件商品の効能に関する表示（ⅰ） 

 

 

 

 



 

 

別添資料２ 

 

本件商品の効能に関する表示（ⅱ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別添資料３ 

本件商品の分量及び販売価格に関する表示 

（「Ｂ．Ｄ ＳＨＯＴ１００（集中ケアコース）」に関する表示抜粋） 
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